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令和７年「砂防技術基準（山口県）」の適用について  

 

 本基準の適用にあたっては、次のことに留意すること。  

 

１．本基準は、令和四年「砂防技術基準（山口県）」について、「国土交通省  河川砂防技

術基準  令和 6年 6月時点」、「砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説  平

成 28年 4月（令和 7年 3月一部改訂版）」、「土石流・流木対策設計技術指針解説  平成 28

年 4月（令和 7年 3月一部改訂版）」の改訂内容を反映し、編集したものである。  

 

２．本基準に定める事項は山口県の標準を示したものである。現地条件の特殊性等から標  

準を適用することが著しく困難な場合は、モデル実験や県外事例、各種の研究成果、他の

公的機関の基準等を元に別途判断するものとする。なお、その際は砂防課と十分な協議

を行うこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

引用基準等の表示について  

 

 本基準 (案 )は，「国土交通省  河川砂防技術基準」等を参考に構成している。参考にした

基準等の中で数多く用いたものについては出典元を下表に示した略号により表現した。  

 

                              引用基準等略号一覧表  

略   号  引  用  基  準  ・  文  献  等  

国・河・調 
 国土交通省 河川砂防技術基準  調査編  

「令和 6年 6月版」  令和 6年 6月時点  

国・河・計(基) 
 国土交通省 河川砂防技術基準  計画編（基本計画編）  

「令和 4年 6月版」  令和 6年 6月時点  

国・河・計(施) 
 国土交通省 河川砂防技術基準  計画編（施設配置等計画編）  

「令和 4年 6月版」  令和 6年 6月時点  

国・河・設 
 国土交通省 河川砂防技術基準  設計編  

「令和 4年 6月版」令和 6年 6月時点  

国・河・維 
 国土交通省 河川砂防技術基準  維持管理編（砂防編）  

「令和 6年 6月版」令和 6年 6月時点  

砂・基・針 
 砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説 

「平成28年4月」 （令和7年3月一部改訂版） 

土・対・針 
 土石流・流木対策設計技術指針解説 

「平成28年4月」 （令和7年3月一部改訂版） 

砂・法   砂防関係法令例規集  28年版「平成 28年 11月」  

砂・公   改訂版 砂防設計公式集（マニュアル）「昭和 59年 10月」  

鋼・砂・便   新編・鋼製砂防構造物設計便覧「令和 3年版」  

砂・設・実   砂防・地すべり設計実例「平成 8年 5月」  

 
 

 

  【例】  

 

 
 

『国・河・調  P.○』  
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第１章  砂防事業の概要 
第1節 はじめに 

1.1 山口県の特徴 

山口県は、本州の西端に位置し、北と西側が日本海、南側は瀬戸内海と、3方を海に囲まれ、東

西約170㎞、南北約60～100㎞の東西に長い形となっている。 

地形的には、県土の88％が山地と丘陵地で占められ、東部の島根、広島県境付近の中国山地に

1,000m前後の高峻な山地があるものの、全体的には低山地・丘陵地が主体で、平野部の乏しい地

形となっており、長大な河川はなく、山地からわずかな距離で、海まで流れ込んでいる急流河川が

大半を占めている。又、地質構造は極めて複雑で、堆積岩から変成岩までと種類が多く、古生代か

ら新生代まで全ての時代にわたる様々な岩石や地層が分布し、地盤の脆弱な箇所が多く見られる。 

このように本県は、地形・地質ともに土砂災害の危険性を多く含んでおり、土砂災害警戒区域数

は、全国でも6番目（R7.3.31公表値）に多い。 

 

1.2 砂防とは 

砂防とは、土砂災害を防止するために、渓流の土砂の流下を防止する砂防堰堤工、とくしゃ地や

荒廃地の土留緑化工などの山腹崩壊防止工、渓流の侵食防止のための護岸工や床固工などの渓流保

全工を計画し施工することを言う。 

 

1.3 砂防の歴史 

1 明治までの砂防 

我が国の砂防の歴史はかなり古く、その詳細は明らかではないが、大同元年（806年）山城国葛

野郡大井山に大量の土砂流出があり、土砂扞止のため川辺の林木を禁伐にした事例など、局地的で

はあるが、同様の取り締まりが行われた記録が残されている。 

その後の主な記録によれば、万治3年（1660年）江戸幕府は、山城、大和、伊賀3国の木根堀取禁

止ならびに土砂留植苗方を令達しており、寛文6年（1666年）には、「山川の掟」を発布し、木根

堀取禁止及び山々植付を命じ、さらに天和3年（1683年）には、畿内の河川が大氾濫したため、幕

府はその原因を調査するとともに、貞亨元年（1684年）には、再び「山川の掟」を発布し、近畿７

箇国にその実施を強く促している。 

この様な努力にもかかわらず、実際には山地、特に里山での樹木の無断伐採はなくならず、耕地

の開発、それに伴う田畑への肥料のための落枝落葉の採取、人口増加に伴う燃料や生活用品などの

ための木や草、そして林産物の採取は継続された。そのため、特に里山での荒廃が進んでいった。 

その他にも石材の掘削、陶器に適した土の採取による山地破壊、また、陶器や製塩のための燃料

材の伐採等により、江戸時代から明治時代にかけ我が国の多くの地方にはげ山が存在していた。 

藤原京の造営や奈良7大寺のための用材のために荒廃した田上山、地域の生活のための森林伐採

により裸地化した山口県島田川流域など、多くの裸地化した地域では、降雨のたびに土砂災害に悩

まされた。 
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2 明治以降の砂防 

明治元年（1868年）戊辰戦争の最中において、淀川に大洪水が起きたため、明治政府は治水対策

のため太政官に「治河使」を置いた。 

明治5年から6年にかけて、治水事業を指導するため、ドールン、リンドウ、エッセル、デレーケ

等のオランダ人技師が来日し、治水、利水並びに治山事業を指導した。 

明治29年及び30年にわたり河川法、砂防法及び森林法を成立させた。 

その後各地で山地の荒廃を防ぐための砂防が始められ、そしてその砂防事業や治山事業により緑

の復元がなされた。戦後の林業における植林の効果や燃料革命による燃料材の伐採が減少したこと

により、現在では緑の多い国となった。 

 

3 戦後の台風による被害とその後の経緯 

戦後の自然災害で人的被害の大きいものは、1995年の兵庫県南部地震（死者行方不明者約6,400

人）や、2011年の東日本大震災（死者行方不明者約22,300人）である。 

しかしながら、それまでの最大の自然災害は1959年の伊勢湾台風（死者行方不明者5,098人）で

あった。特に1945年から60年にかけ連年台風が上陸し、そのたびに1,000人を超す死者行方不明者

を出す被害を出した。 

それが、60年以降自然災害で1,000人を超す人的被害が見られなくなった。 

これは、台風災害に対し砂防治山治水事業の実施により洪水に対する安全度が高くなったこと、

ラジオやテレビなどの普及により気象情報が住民に徹底されるようになったためと考えられる。 

 

4 砂防事業の変化 

広義の砂防の目的及び方法は様々である。現在我が国で行われている砂防は、治水、利水のため

の砂防、森林の維持造成のための砂防、地すべりや急傾斜地崩壊対策としての砂防がある。 

特に「砂防法」では、土砂の異常流出により渓床上昇することを防ぐ、いわゆる「治水上砂防」

を目的としてきた。 

しかしながら、最近では土石流など直接的な土砂災害による死者・行方不明者を多く占めるよう

になり、土石流対策にそのウエイトを移すようになっている。 

 

5 ソフト対策の推進 

これまでの土砂災害防止対策は、砂防三法と言われる「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜

地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき、砂防堰堤などの施設整備を中心にしたハード

対策により危険箇所の整備を行ってきた。しかし、住宅の新規立地などにより、危険箇所は増え続

けており、いつまでたっても、ハード対策は終わらないという状態になっている。 

こうした中、平成11年に広島県で300箇所を超える土砂災害が発生し、32名もの尊い命が犠牲と

なったことを契機に、土砂災害の危険のある地域を明らかにし、 

・情報提供や警戒避難措置に努めること 

・住宅などの立地を抑制すること 
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などの対策の必要性が強く認識され、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律（土砂災害防止法）」が制定されることとなった。 

今後はこれまでのハード中心の対策から、ハード・ソフト両面の対策を展開することにより、危

険箇所の増加を抑制し、土砂災害による被害を減らす取り組みを行うこととなった。 

 

 

 

参考文献 

 逐条砂防法（建設省河川局砂防法研究会）全国加除法令出版 

 土石流災害（池谷浩）岩波書店 

 土砂災害防止法について（白石雅寛）月刊建設02-09 

 MESSAGES FOR THE 21st CENTURY 自然の復元」の英語版（松下忠洋）砂防広報センター 
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第2節 補助・交付金事業 

2.1 砂防事業の概要について 

砂防事業の補助事業については、以下のホームページより「砂防関係事業の概要（国土交通省砂

防部）」を参照すること。 

 

国土交通省 水管理・国土保全局 パンフレット・事例集 砂防 砂防関係事業の概要 

 

http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/index.html#sabo 

 

 

第3節 単独事業 

3.1 単独砂防改良事業（純単独事業） 

 

3.2 単独砂防改良事業（臨時河川等整備事業） 

 

3.3 自然災害防止事業（砂防関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

砂防工事の小規模なもの 

砂防指定地内の渓流における砂防設備に関する整備をおこなうもので、小規模の改修工事であ

ること。 

災害対策基本法に基づく県並びに市町村地域防災計画の災害危険区域に掲載されているもの

（当該年度に掲載される見込みのあるものを含む。）で、災害の発生を予防し、または災害の拡

大を防止する施設を建設するもので、砂防指定地内の施設整備で渓流保全工および護岸工である

こと。 

 (注) 用地費については、当該年度に事業が完成する部分についてのみ対象とすること。 
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第２章  通常砂防事業の流れ 
第1節 流れ 

事業の流れとしては、土石流区域調書等の既存資料を基に簡易な全体計画を作成し、国の認可を

得てから渓流調査・予備設計を行い、その後、全体計画を変更する流れである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                 図-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂防指定が完了しないと事業着手不可 

予備設計（配置計画） 

渓流調査・現地測量 

詳細設計・地質調査 

砂防課協議 

砂防課協議 

用地測量（用地買収は砂防指定完了後） 

全体計画変更協議（対地整、随時） 

構造協議（対地整、随時） 

砂防指定協議（対本省、随時） 

工事着手 

簡易型全体計画協議（対本省、随時） 

前
年
度 

事
業
年
度 
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「令3砂防第101号 通常砂防事業における砂防工事全体計画の作成について」も参照のこと。 

 

1.1 予備設計 

予備設計では、全体計画書（別紙1～6、土砂収支図等）を作成するため、渓流内の土砂量を調査

し、計画流出土砂量、現地測量、設計計画、基本事項検討、配置設計、本体工設計、概算工事費、

最適案の選定等を行う。 

 

1.2 詳細設計 

詳細設計では、予備設計で算出した計画流出土砂量をもとに、地形測量、地質調査、堰堤の構造

決定等を行う。 

 

1.3 全体計画協議 

「砂防法施行規定」第8条の3の規定に基づき、新規着工箇所（再開箇所を含む）は砂防工事に着

手する前に、渓流ごとの一定区域について砂防工事の基本となる事項を定めた「砂防工事全体計画」

の認可を受けなければならない。 

 

1.4 構造協議 

詳細設計で計画した堰堤の構造等について地方整備局と協議を行う。 

 

1.5 砂防指定協議 

砂防法第2条に基づき、砂防設備を要する土地または治水上砂防のため、一定の行為を禁止もし

くは制限することが必要な土地について、指定を行う。指定権者は国土交通大臣である。具体的に

は、「砂防指定地指定要綱」（平成元年建設省河川局長通達）に定める。 
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別紙１ 

 

 

 

令 和 ○ ○ 年 度 

 

 

 

 

○○○砂防事業全体計画書 

 

 

 

（第○回変更） 

 

 

 

 

 

山 口 県 
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（参考） 

全体計画書作成時の注意事項及び必要資料 

○全体計画書  別紙1～別紙6 

  （別紙3と別紙6は、基準点毎に必要） 

 

○図面（大判） 

・平面図（地形測量後の1/500） 

 ・縦断図 

 ・構造三面図（概略でも可） 

 

○縮小図面（A3 or A4の ＰＤＦ） 

・平面図（地形測量後の1/500） 

 ・縦断図 

 ・構造三面図（概略でも可） 

 ・流域図 

 

○計算資料等 

・土砂量収支図（ポンチ絵可） 

・流域図（森林基本図等で土砂量算出時に使用したもの） 

・流域内の荒廃写真（数カ所、流域図で位置が分かるように） 

・最大礫径の総括表と累加曲線表 

・構造計算の結果資料（ポンチ絵と転倒・滑動・地盤反力の結果のみ） 

・堰堤の詳細な位置を検討した資料（上・下流に動かした絵、根拠表） 

・堰堤の堤体等を検討した資料（コンクリート・ソイルセメント、スリット形式） 

・渓流保全工の計画があれば、渓流保全工の必要性が判断でき、なおかつ土石流の発生源の分か

る写真。 

 

※ 全体計画書記入の注意事項 

□別紙3 

最大時間雨量は、有効降雨強度(re)とする。 

最大洪水流量は、水通しの設計流量とし、清水の流量の1.5倍の流量とする。 

最大流砂量は、計画流出土砂量とする。 

計画貯砂量は、別紙2と同値とし、捕捉量＋貯砂量＋発生抑制量の合計値とする。 

計画河床勾配は、常時堆砂勾配とする。 

□別紙6 

平均河床勾配は、現河床勾配とする。 
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□砂防工事全体計画に係るチェックリスト 

「事務連絡 令和3年1月7日 砂防工事全体計画に係る認可申請書の作成例について」をもって

廃止する。 
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第2節 各年度の流れ 

2.1 概算要求［前年度 5月］ 

砂防補助事業の実施予定箇所の概算要求を行う。 

 

2.2 新規箇所ヒアリング［前年度 8月頃、11月頃］ 

概算要求した新規、再開箇所もしくは追加要望箇所が対象となる。 

 

2.3 2次要求［前年度 1月］ 

砂防補助事業の実施予定箇所の概算要求を行う。 

 

2.4 予算内示［4月］ 

前年度の要求に基づき、当年度予算の内示を行う。 

 

2.5 交付申請［4月］、変更交付申請［随時］ 

予算内示と合わせて、交付申請を行う。また、変更（軽微な変更を除く。）が生じた場合は変更

交付申請を行う。 
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2.6 通常砂防事業のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.2 
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第３章  災害関連緊急砂防事業 
第1節 災害関連緊急砂防事業 

1.1 災害関連緊急砂防事業としての基本的な考え方 

 

解 説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.3 捕捉量と不安定土砂量の関係図 

 

1.2 提出書類 

 

 

 

ａ．所要見込額報告書及び添付書類 

 イ 災害関連緊急砂防工事所要見込額報告書               様式－1 

 ロ 主なる被害地域及び河川の名称、被害の概況調書       様式－2 

 ハ 位 置 図  

 ニ 気象関係調書                                       様式－3 

 ホ 雨量状況調書                                       様式－4 

 へ 被害状況図                                         様式－5 

 ト 被害状況写真 

ｂ．工事計画書及び添付書類 

 イ 災害関連緊急砂防工事計画書                       様式－6 

 ロ 事業費総括調書 

  (1) 事業費総括表                                     様式－7 

  (2) 本工事内訳表                                        様式－8 

  (3) 測量及び試験費内訳表                                設計様式－（その1） 

災害関連緊急砂防事業に係る事業費は、次期出水により流下する不安定土砂（災害関連緊急砂

防事業が必要となった災害時に生産され、河道に残存する土砂を原則とする。）見合いの捕捉量

を持つダムを単年度に完成させるために必要な事業費を限度額とする。 

昭和62年12月3日付け「災害関連緊急砂防工事等所要見込額報告書及び工事計画書につい

て」にのっとり下記の報告書及び添付書類等の資料を提出する。 

※1) 計画堆砂勾配は現渓床勾配の1/2とする。 
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  (4) 用地費及び補償費内訳表                              設計様式－（その2） 

  (5) 機械器具費内訳表                                    設計様式－（その3） 

  (6) 営繕費内訳表                                        設計様式－（その4） 

  (7) 事務費計算書 

 ハ 工事用図面 

  (1) 流 域 図 

  (2) 平 面 図                                          様式－9 

  (3) 縦 断 図                                          様式－10 

  (4) 構 造 図                                          様式－11 

  (5) 横 断 図 

 ニ 被害状況調書                                          様式－12 

 ホ その他資料                                            理由・工程表等 

 

 

1.3 作成要領 

解 説 

ａ．所要見込額報告書及び添付書類 

 イ 災害関連緊急砂防工事所要見込額報告書……様式－1による。 

 ロ 主なる被害地域及び河川の名称、災害原因、被害の概況調書……様式－2による。 

 ハ 位 置 図……県の管内図に施行予定（申請）位置及び渓流名を赤色で、等雨量線（連続

雨量）を青色で記入し、雨量観測地点を黒色○印で囲み気象関係調書の対象番号を付するこ

と。 

 ニ 気象関係調書……様式－3によるものとし、最寄りの観測所の時間雨量表その他参考とな

る資料を添付すること。 

 ホ 雨量状況調書……様式－4によるものとし、土石流等発生渓流ごとに作成する。 

 へ 被害状況図（様式－5）……できるだけ大縮尺で作成するものとし、災害前の状況をもと

に被害状況を記入する。 

Ⅰ 保全対象区域（土砂氾濫予想区域）及び面積を黄色で記入する。 

Ⅱ 土石流、土砂流について 

    ① 浸水区域及び面積を青色で記入する。 

    ② 土砂氾濫区域（土砂が異常に堆積している区域）及び面積を茶色で記入する。 

    ③ 土砂堆積状況を実測値により下記の要領で色分けして記入する。 

                  0㎝～ 49㎝ 黄色       50㎝～99㎝ 橙色 

                100㎝～199㎝ 茶色      200㎝以上  赤色 

    ④ 最大粒径の分布について等粒径線を黒色で記入する。 

ａ．所要見込額報告書及び添付書類 

ｂ．工事計画書及び添付書類 
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    ⑤ 洪水流向（現地で確認する）を赤色矢印で記入する。 

Ⅲ 山林火災について 

    ① 焼失範囲をオレンジ色で記入する。 

Ⅳ 人的被害、建物被害、耕地被害、公共土木施設等の被害状況についても適宜記入する。 

 ト 被害状況写真……上流荒廃状況（土砂崩壊、渓岸侵食、河床堆積状況等）、氾濫、被害状

況、ダムサイト、下流経済効果等が明瞭にわかる写真を貼付し、流域図、平面図と対照で

きるよう番号を付す。 

ｂ．工事計画書及び添付書類 

 イ 災害関連緊急砂防工事計画書……様式－6による。 

 ロ 事業費総括調書……工事計画箇所ごとに作成する。 

  (1) 事業費総括表……様式－7による。 

  (2) 本工事内訳表……様式－8による。 

  (3) 測量及び試験費内訳表……設計様式－（その1）による。 

  (4) 用地費及び補償費内訳表……設計様式－（その2）による。 

  (5) 機械器具費内訳表……設計様式－（その3）による。 

  (6) 営繕費内訳表……設計様式－（その4）による。 

  (7) 事務費計算書については、事務費の算出根拠を記入する。 

 ハ 工事用図面……工事計画箇所ごとに作成する。 

  (1) 流 域 図……地形図（国土地理院発行の50,000分の１または、25,000分の１）に対象

流域を青色、保全対象を黄色で囲み、渓流名、流域面積（当該砂防堰堤施行予定地より上流）

施行予定位置（堰堤記号で表示）を赤色で記入する。 

  (2) 平 面 図……様式－9による。 

  (3) 縦 断 図……様式－10による。 

  (4) 構 造 図……様式－11による。 

  (5) 横 断 図 

 ニ 被害状況調書（様式－12）……次により記入する。 

  Ａ 流域状況 

   Ⅰ 地質欄は、花崗岩地帯、火山噴出物地帯、第三紀層地帯破砕帯地帯、その他地帯別を

記入する。 

   Ⅱ 流域面積とは保全対象区域より上流の流域面積をいう。 

   Ⅲ 保全対象区域とは原則として本川合流点付近、湖、沼、貯水ダム等までとする。なお、

上限は流域面積の10倍程度とする。 

   Ⅳ 砂防設備及び治山施設の状況欄は上段に砂防施設を下段に治山施設を（ ）書きで記

入する。 

  Ｂ 土砂礫等の流出状況 

   Ⅰ 平均堆積深とは、(堆積土砂量)/(土砂氾濫面積)を言う。 

   Ⅱ 起伏比欄には、流出土砂の発生地点から堆積のはじまった地点までの間の水平距離
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(Ｌ)、垂直距離(Ｈ)を記入する。 

  Ｃ 被害状況 

   Ⅰ 土砂氾濫面積欄には、土砂が氾濫した区域を大縮尺の地形図上に描き面積を求めて記

入する。 

   Ⅱ 物的被害 

    ① 建物の被害は、各欄とも棟数で表すものとし、棟数の算定方法は、一世帯の住家で

あっても、母屋と離れとに別れているような場合はそれぞれ算定する。 

    ② 建物棟は「全壊」とは、建物の損壊した部分の床面積がその建物の延べ面積の70％

以上に達したもの、または建物の主要構造の被害額がその建物の時価の50％以上に達

した程度のものを言い、また、「半壊」とは建物の損壊部分がその建物の延べ面積の

20％以上70％未満のものまたは建物の主要構造部の被害額がその建物の時価の20％以

上50％未満のものを言う。「一部破損」とは建物の主要構造部の被害があり、かつ

「半壊」に満たないものを言う。 

      また、「全焼」とは、住宅の評価額の70％以上の損失があったものを言いまた、

「半焼」とは、住宅の評価額の20％以上70％未満の損失があったものをいう。 

     「部分焼失」とは住宅の評価額の20％未満の損失があったものをいう。 

   Ⅲ 被害額の算定方法は水害統計の水害額の算定方法による。 

 ホ その他資料 

  Ａ 災害関連緊急砂防事業対応（次期出水により流下しうる）土砂量の把握 

   Ⅰ 土石流、土砂流等による河道に残存する土砂量の把握 

    ① 工事計画書の添付書類中の流域図（地形図）、平面図に渓床不安定土砂の堆積深度

を0.5m間隔のコンターで記入すること。 

    ② 渓床不安定土砂の変化点ごとに横断図を作成するとともに、不安定土砂量計算書を

添付すること。 

    ③ 工事計画書の添付書類中の縦断図に渓床不安定土砂の堆積深度を図示するとともに、

渓床不安定土砂量を記入すること。 

    ④ 渓床不安定土砂の状況写真として、横断図地点で不安定土砂にポール等（延長等数

量の読めるもの）を当て不安定土砂の把握が正確であることの証明をすること。 

   Ⅱ 山林火災等による山腹に存在する土砂量の把握 

    ① 計画流域内の焼失面積に対して焼失厚により土砂量を求めるものとする。 

    ② 焼失厚については、焼失面積によって5～20測点程度測定するものとし測定位置を

記入した平面図（流域図）を作成する。 

    ③ 測定にあたっては、柱状図を作成する。また、状況写真として斜面を垂直に50cm

程度切り、正面ポール及びスケール等で焼失厚がわかる写真を測点毎に作成する。 
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  Ｂ 捕捉量の算定について 

   不安定土砂量や捕捉量の算定結果等を整理し、資料を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.4 「流出状況の写真例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.5 渓床不安定土砂量断面図 

 

  Ｃ 理由・工程表について 

①災害関係緊急砂防事業で対応しなければならない理由を添付すること。 

②渓流調査から工事完了までの工程表を添付すること。 
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1.4 災害関連緊急事業のフローチャート 

災害関連緊急砂防事業のフローチャートを図-1.6に示す。当該事業の申請にあたっては図-1.7に

示す部分申請および本申請の2段階に分割して申請することができるので、参考とする。なお、部

分申請による仮設工などのみで終了する事業は認められない 

本申請の提出期限については部分申請の有無にかかわらず、原則1ヶ月以内とする。なお、部分

申請および本申請の2段階に分割して申請することについては、特に緊急性が高いと認められる場

合に限って運用することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.6 
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図-1.7 
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様式５－１ 

   被害状況図 （土石流・土砂流の例） 
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様式５－２ 

被害状況図 （山火事の例） 
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様式７ 

 

事  業  費  総  括  表 
 

費目 金額(千円) 摘要 

事業費 
  

工事費 
  

本工事費 
  

測量及試験費 
  

用地費及補償費 
  

用地費 
  

補償費 
  

補償工事費 
  

機械器具費 
  

営繕費 
  

事務費 
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本  工  事  費  内  訳  表 

（単位：千円） 
 

費 目 工 種 種 別 規 格 単位 数量 単価 金額  

本工事費  

土  工 

 

 

 

 

 

本堤築立 

 

 

 

 

 

 

間  詰 

 

小  計 

 

共通仮設費 

 

 

 

 

純工事費計 

 

現場管理費 

 

工事原価計 

 

一般管理計 

 

計 

 

 

岩石掘削 

 

砂礫及び 

転石掘削 

 

 

コンクリート 

型   枠 

 

型   枠 

 

 

コンクリート 

 

 

 

 

仮 設 費 

排水処理 

品質管理 

営繕損料 

 

 

硬岩 

 

 

 

 

 

18N/mm 

鋼製外部 

 

鋼製内部 

 

 

18N/mm 

 

m３ 

〃 

 

〃 

 

 

 

〃 

式 

m２ 

式 

m２ 

 

m３ 

 

 

 

 

式 

〃 

〃 

〃 

    

 
注：本堤だけの場合を例記したので、副堤、水叩、側壁等を施行する場合は、上記に準じて記

載のこと。 
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設計様式－（その１） 
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設計様式－（その２） 
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様式９ 

 



【事業編 第３章 災害関連緊急砂防事業】 

1-40 

様式１０ 
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様式１１ 
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理由・工程表 




